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環　

境

植
樹
を
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

緑
豊
か
な
街
を
つ
く
る
た
め
に「
第

38
回
市
民
植
樹
」を
実
施
し
ま
す
。
家

族
や
友
だ
ち
と
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

対
象
／
市
民
、団
体
な　

　

ど

。
無
料

日
時
／
5
月
19
日
㈰
10
時
〜
12
時
。

会
場
／
世
田
豊
平
川
河
川
敷
。

定
員
／
20
組
。
先
着

樹
種
／
サ
ク
ラ
や
ア
カ
エ
ゾ
マ
ツ
な
ど

を
予
定
。

申
込
方
法
／
4
月
30
日
㈫
ま
で
に
電
話

申
込
。

申
込
先
・
詳
細

環
境
課
自
然
環
境
担
当

☎
381
・
1
0
4
6

緑
の
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

江
別
市
民
憲
章
推
進

協
議
会
で
は
、緑
豊
か
な

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て「
緑
の
募
金
」を
実
施

し
ま
す
。募
金
の
方
法
は
、

各
団
体
に
よ
る
街
頭
募
金
や
職
域
募
金
、

さ
ら
に
公
共
施
設
な
ど
へ
の
募
金
箱
の

設
置
や
市
内
事
業
所
へ
の
募
金
依
頼
な

ど
で
す
。
寄
せ
ら
れ
た
募
金
は
、
地
域

の
さ
ま
ざ
ま
な
緑
化
推
進
に
役
立
て
ら

れ
ま
す
。

期
間
／
4
月
15
日
㈪
〜
5
月
31
日
㈮
。

詳
細

環
境
課
自
然
環
境
担
当

☎
381
・
1
0
4
6

緑
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク

　

引
っ
越
し
や
改
築
な
ど
で
不
要
と

な
っ
た
庭
木
、
草
花
を
希
望
す
る
方
に

譲
る
た
め
の
橋
渡
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

申
込
方
法
／
①
提
供
希
望
者
…
樹
木
な

ど
の
名
前
、大
き
さ
、数
量
、提
供
希
望

時
期
な
ど
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
現
地

へ
出
向
き
確
認
後
に
登
録
し
ま
す
。
な

お
、
移
植
に
適
し
た
時
期
な
ど
も
あ
り

ま
す
の
で
、
斡あ

っ

旋せ
ん

時
期
に
十
分
余
裕
を

持
た
せ
て
く
だ
さ
い
。
②
受
取
希
望
者

…
市
HP
や
環
境
課
に
問
い
合
わ
せ
て
提

供
樹
木
の
リ
ス
ト
や
写
真
を
確
認
し
、

市
を
通
し
て
提
供
者
と
連
絡
を
取
り
現

地
で
登
録
樹
木
を
見
て
受
け
取
っ
て
く

だ
さ
い
。
先
着 

対
象
樹
木
／
①
掘
り
取
り
が
容
易
な
も

の
。
②
運
搬
が
容
易
な
も
の（
お
お
む

ね
高
さ
2
ｍ
以
下
）。
※
樹
木
以
外
の

も
の（
岩
や
ガ
ー
デ
ン
装
飾
品
な　

　

ど

）は

対
象
外
。

費
用
負
担
／
移
植
の
費
用
・
労
力
な
ど

は
全
て
受
取
者
負
担
で
す
。

そ
の
他
／
樹
木
な
ど
の
掘
り
取
り
の
穴

は
な
ら
し
て
そ
の
周
囲
を
整
地
し
て
く

だ
さ
い
。
斡
旋
の
登
録
は
1
年
限
り
で

す（
再
登
録
可
）。

●
緑
化
相
談

　
「
緑
化
専
門
員
」が
庭
木
や
花
壇
・
草

花
な
ど
の
育
て
方
や
植
付
け
の
方
法
、肥

料
の
施
し
方
、病
虫
害
の
相
談
な
ど
に
応

じ
ま
す
。
電
話
相
談
や
、相
談
者
の
お
宅

を
訪
問
し
直
接
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

申
込
先
・
詳
細

環
境
課
自
然
環
境
担
当

☎
381
・
1
0
4
6

土
地
・
住
宅

市
街
化
調
整
区
域
の
土
地
利
用

　

市
街
化
調
整
区
域
は
、
市
街
化
を
抑

制
す
る
区
域
で
あ
る
た
め
、
建
物
の
建

築
や
土
地
の
使
い
方
な
ど
に
厳
し
い
制

限
が
あ
り
ま
す
。
建
物
を
含
む
土
地
利

用
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

詳
細

区
画
整
理
指
導
課
開
発
指
導
担
当

☎
381
・
1
0
4
3

低
炭
素
建
築
物
の

認
定
申
請
の
受
付

　　

平
成
24
年
12
月
4
日
に
施
行
さ
れ
た

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
低
炭
素
建
築
物
の
認
定

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

低
炭
素
建
築
物
と
は
、
従
来
よ
り
も

二
酸
化
炭
素
排
出
が
少
な
い
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
性
能
の
高
い
建
築
物
を
い
い
、
法

律
に
よ
っ
て
認
定
基
準
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
市
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
は
、

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
な
ど
に
つ
い
て
、
一

般
の
住
宅
よ
り
も
優
遇
措
置
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

申
請
に
関
す
る
手
続
き
方
法
や
、
認

定
手
数
料
な
ど
に
つ
い
て
別
に
定
め
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

認
定
を
受
け
る
た
め
の
条
件
／「
市
街

化
区
域
内
の
建
築
物
で
あ
る
こ
と
」「
建

築
物
の
新
築
、増
改
築
、修
繕
・
模
様
替

え
、
設
備
設
置
・
改
修
の
計
画
が
低
炭

素
に
関
す
る
認
定
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
」。

詳
細

建
築
指
導
課
☎
381
・
1
0
4
2

車
庫
や
物
置
な
ど
の
建
築
確
認

　

車
庫
や
カ
ー

ポ
ー
ト
、
物
置

な
ど
を
建
築

す
る
場
合
、
住

宅
の
建
築
後

で
あ
っ
て
も
、

床
面
積
が
10

㎡
を
超
え
る

も
の
は
建
築
確
認
申
請
が
必
要
で
す

（
準
防
火
地
域
内
で
は
10
㎡
以
下
で
も

必
要
で
す
）。

　

建
築
確
認
を
受
け
ず
に
建
て
て
、
法

に
適
合
し
な
い
場
合
、
違
反
建
築
物
と

し
て
処
分
を
受
け
た
り
、
相
隣
関
係
ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
建
築
確
認
を
要
し
な
い
場

合
も
、
建
築
基
準
法
に
適
合
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

詳
細

建
築
指
導
課
☎
381
・
1
0
4
2

が市街化調整区域です

市役所市役所

（当別町）

（南幌町）

JR

（
札
幌
市
）

（
札
幌
市
）

（
岩
見
沢
市
）

（
岩
見
沢
市
）
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江
別
市
橋
梁
長
寿
命
化

修
繕
計
画
を
策
定

　　

市
が
管
理
す
る
橋
梁
を
予
防
的
に
保

全
す
る
た
め
、
橋
梁
の
長
寿
命
化
計
画

を
策
定
し
ま
し
た
。
計
画
の
内
容
は
市

HP
と
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

詳
細

都
市
建
設
課
☎
381
・
1
0
3
9

消　

防

平
成
25
年
度　

患
者
等
搬
送
乗
務
員

資
格
講
習

　　

救
急
車
を
利
用
す
る
ほ
ど
の「
緊
急

で
は
な
い
」「
入
院
や
通
院
、
転
院
の
た

め
」な
ど
の
場
合
に
広
く
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
民
間
の
救
急
車（
患
者
等

搬
送
事
業
者
）の
利
用
促
進
を
図
る
た

め
、講
習
を
9
月
に
開
催
し
ま
す
。

対
象
／
市
内
に
事
業
所
を
有
し
、
患
者

等
搬
送
事
業
の
認
定
を
希
望
す
る
事
業

者
も
し
く
は
そ
の
従
業
員
の
方
。

内
容
／
3
日
間（
1
日
8
時
間
）の
講
習
。

申
込
方
法
／
事
前
に
所
定
の
テ
キ
ス
ト

の
購
入
が
必
要
な
た
め
、
5
月
31
日
㈮

ま
で
に
申
し
込
み
。

申
込
先
・
詳
細

消
防
本
部
警
防
課
救
急
高
度
化
担
当

☎
382
・
5
4
3
1

救
命
講
習
受
講
者
の
募
集

対
象
／
市
内
に
在
住
、在
勤
、在
学
の
10

歳
以
上
の
方
。
無
料 

日
時
／
5
月
19
日
㈰
13
時
〜
17
時
。

会
場
／
消
防
本
部
多
目
的
ホ
ー
ル（
野

幌
代
々
木
町
80-

8
）。

内
容
／
講
義（
応
急
手
当
の
重
要
性
と

必
要
性
）、成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生
法
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
、異
物
除
去
法
、止

血
法
、筆
記
試
験
、実
技
試
験
。
※
発
熱

や
風
邪
症
状
な
ど
あ
る
方
は
、
実
技
講

習
に
参
加
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
。

定
員
／
30
人
。

申
込
方
法
／
4
月
8
日
㈪
か
ら
電
話
申

込（
9
時
〜
17
時
）。
先
着 

申
込
先
・
詳
細

消
防
署
救
急
課
救
急
係

☎
382
・
5
4
6
5

春
の
全
道
火
災
予
防
運
動

●
全
国
統
一
防
火
標
語

消
す
ま
で
は　

出
な
い
行
か
な
い

離
れ
な
い

●
運
動
期
間
4
月
20
日
㈯
〜
30
日
㈫

　

火
災
の
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え

る
こ
と
か
ら
、火
災
の
発
生
を
防
止
し
、

死
傷
事
故
や
財
産
損
失
の
防
止
を
目
的

に
実
施
し
ま
す
。

●
住
宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る
７
つ

の
ポ
イ
ン
ト

【
3
つ
の
習
慣
】

①
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

る
と
き
は
、必
ず
火
を
消
す
。

【
４
つ
の
対
策
】

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

②
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ

た
め
に
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に

住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

を
守
る
た
め
に
隣
近
所
の
協
力
体

制
を
つ
く
る
。

詳
細

消
防
署
予
防
課
予
防
係

☎
382
・
5
4
3
0

各
種
試
験
の
お
知
ら
せ

①
第
１
回
消
防
設
備
士
試
験

　

甲
種（
第
1
類
〜
5
類
）と
乙
種（
第

1
類
〜
7
類
）。

②
第
１
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

　

甲
種
・
乙
種（
第
１
類
〜
６
類
）・
丙
種
。

【
共
通
事
項
】

試
験
日
／
6
月
2
日
㈰
。

試
験
地
／
札
幌
市
ほ　

　

か

。

申
込
方
法
／
書
面
に
よ
る
申
請
は
4

月
18
日
㈭
〜
25
日
㈭
。
願
書
は
消
防

署
、
消
防
署
各
出
張
所
で
配
布
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
は
4
月
15
日
㈪
〜
22

日
㈪
に
㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

（http://w
w
w
.shoubo-shiken.

or.jp/

）。

詳
細

消
防
署
予
防
課

①
消
防
設
備
担
当
、②
危
険
物
係

☎
382
・
5
4
3
0

募
集
・
そ
の
他

犬
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

　

市
で
は
放
れ
て
い
る
犬
の
捕
獲
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
常
に
首
輪
・
鎖
な

ど
の
点
検
を
し
て
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う

に
し
、
捕
獲
し
た
際
、
飼
い
主
が
分
か

る
よ
う
に
首
輪
に
は
鑑
札
や
名
札
を
付

け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
飼

い
主
の
マ
ナ
ー
の
低
下
が
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
放
し
飼
い
や
ふ
ん
尿
の
未

処
理
・
鳴
き
声
な
ど
の
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
必
ず
マ
ナ
ー
を
守
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

●
苦
情
例

○
玄
関
先
や
道
路
に
ふ
ん
尿
を
さ
せ
、

平
気
で
通
り
過
ぎ
て
い
く
光
景
を
よ
く

見
か
け
る
。
○
公
園
や
公
道
で
リ
ー
ド

を
つ
け
な
い
で
放
し
飼
い
に
し
て
い
る

犬
に
、危
う
く
か
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
。

○
自
宅
前
に
ふ
ん
を
さ
れ
る
。
飼
い
主

に
は
、き
ち
ん
と
持
ち
帰
っ
て
ほ
し
い
。

詳
細

市
民
生
活
課
生
活
衛
生
係

☎
381
・
1
0
1
8
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